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結結婚婚・・出出産産にに伴伴うう退退職職後後のの転転職職でで賃賃

金金 88..55％％減減  内内閣閣府府調調査査（（22 月月 33 日日））  

内閣府が「雇用動向調査」などの

データから調べたところ、結婚や出

産を理由に退職した後に再就職した

場合、前職より賃金が平均で 8.5％程度下がっ

ていることが明らかになった。出産・育児を理

由に退職して再就職した人（約 16万人）のう

ち、パート労働者の比率（約 62％）が高いこ

とが大きく影響していると見られる。 

実実質質賃賃金金がが２２年年ぶぶりりにに低低下下  平平成成 2299 年年勤勤労労統統

計計調調査査（（22 月月 77 日日）） 

厚生労働省が平成 29 年の「毎月勤労統計調

査」の結果を発表し、物価変動の影響を除いた

実質賃金指数が前年を 0.2％下回り、２年ぶり

に低下したことがわかった。名目賃金にあたる

労働者１人当たり平均の月額の現金給与総額

（パートを含む）は 31万 6,907 円（前年比

0.4％増）と４年連続で増えたが、消費者物価

指数は前年より 0.6％上昇した。 

〔関連リンク〕 

 毎月勤労統計調査－平成 29年分結果速報 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudo

u/monthly/29/29p/29p.html 

3300 時時間間以以上上のの残残業業時時間間  割割合合最最多多はは「「運運輸輸・・

郵郵便便業業」」（（22 月月 88 日日）） 

パーソル総合研究所が、計 6,000 人の会社員

を対象に行った長時間労働に関する実態調査

の結果を発表し、１カ月に 30時間以上の残業

をしている一般社員の割合が最も多かったの

は「運輸・郵便業」（37.7％）だったことがわ

かった。繁忙期１カ月平均の残業時間では、

「情報通信業」が約 42時間、「運輸・郵便業」

が約 39 時間だった。係長級以上の上司層では

「建設業」（54.2％）が最も多く、「製造業」

（51.7％）、「運輸・郵便業」（50.0％）が続

いた。 

〔関連リンク〕 

 残業習慣はなぜ生まれ、なぜ無くすべきなの

か（パーソル総合研究所） 

https://rc.persol-group.co.jp/column-repo

rt/201802081200.html 

「「親親会会社社のの責責任任はは状状況況次次第第」」セセククハハララでで最最高高裁裁

（（22 月月 1155 日日）） 

グループ会社で発生した従業員間のセクハ

ラについて、被害の相談を受けた親会社に責任

があるかが争われた訴訟の判決で、最高裁判所

は被害女性側の訴えを退けた。親会社の責任に

ついて「相談時の具体的状況や窓口の体制によ

っては適切に対応すべき信義則上の義務を負

う」とし、今回のケースでは親会社の責任を認

めなかった。 

〔関連リンク〕 

 最高裁判例（平成 30年 2 月 15 日、最高裁判

所第一小法廷） 

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/det

ail2?id=87458 

フフリリーーラランンスス契契約約のの問問題題事事例例をを公公表表  公公取取委委検検

討討会会（（22 月月 1155 日日）） 

公正取引委員会の有識者会議は、いわゆる

「フリーランス」など企業に比べ立場の弱い個
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人の働き手を保護するため、独占禁止法を適用

する、問題のある事例を報告書として公表した。

企業側が過剰な秘密保持義務を課すケースや、

一方的に報酬を減額するケースなどを、優越的

地位の乱用などに抵触するおそれがあるとし

た。 

〔関連リンク〕 

 「人材と競争政策に関する検討会」報告書（概

要） 

http://www.jftc.go.jp/cprc/conference/ind

ex.files/180215zinzai02.pdf 

タタククシシーー運運転転手手のの残残業業代代請請求求をを棄棄却却  東東京京高高裁裁

（（22 月月 1155 日日））  

時間外労働をしても残業代を差し引くと定

めた賃金規則は違法だとして、タクシー会社

（国際自動車）の従業員が規則の無効を求めて

いた訴訟の差し戻し審の判決で、東京高裁は、

この規則を有効とし、従業員の請求を棄却した。

原告側は即日上告した。 

厚厚生生労労働働省省がが転転職職情情報報ササイイトトをを運運営営へへ（（22 月月 1166

日日）） 

厚生労働省は経済産業省と連携し、2019 年

度にも無料職業情報サイトを立ち上げること

を明らかにした。転職市場の活性化を目的とす

るもので、米国政府が運営する職業情報サイト

「オーネット」を参考にする。AIを活用して

最新情報を収集・更新し、転職希望者に 500

職種から最適な職業やその詳細を提示する。  

高高校校生生のの就就職職内内定定率率 9911..55％％  ババブブルル期期のの水水準準

ままでで回回復復（（22 月月 1166 日日）） 

文部科学省は、今春卒業予定で就職を希望す

る高校生の就職内定率

（2017 年 12 月末時点）が

91.5％（前年同期比 0.6

ポイント上昇）だったと

発表した。内定率の上昇

は 8年連続で、バブル期の水準まで回復した。 

労労働働法法ででフフリリーーラランンススのの保保護護をを検検討討  多多様様なな

働働きき方方をを後後押押しし（（22 月月 2200 日日）） 

政府は、特定の企業や団体と雇用関係を持た

ずに働く「フリーランス」について、労働法の

対象として保護する検討に入った。仕事を発注

する企業側との契約内容を明確にし、報酬に関

しては業務ごとに最低額を設けて不安定な収

入を政策で下支えする。法整備の議論を進め、

2021 年の法案提出を目指すとしている。 

「「契契約約社社員員へへのの扶扶養養手手当当不不払払いいはは違違法法」」大大阪阪地地

裁裁がが初初判判断断（（22 月月 2211 日日）） 

日本郵便の契約社員ら 8人が、同じ仕事内容

の正社員と手当等に格差があるのは労働契約

法に違反するとして計約 3,100 万円の損害賠

償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁は、扶養手

当など 3種類の手当の不支給を違法と判断し、

計約 300 万円の支払いを同社に命じた。弁護団

によると、正社員と非正規社員の待遇格差をめ

ぐり扶養手当の不支給を違法とした判決は初

めて。同社は判決を不服として控訴した。 

「「110000 平平方方メメーートトルル以以下下喫喫煙煙可可」」受受動動喫喫煙煙対対策策

案案をを了了承承（（22 月月 2222 日日））  

自民党の厚生労働部会は、受動喫煙対策を強

化する健康増進法の新たな改正案を了承した。

既存の小規模飲食店については、厚生労働省が

昨年示した当初案より大幅に規制を後退させ、

個人経営か資本金5千万円以下で客席100平方

メートル以下であれば、「喫煙」「分煙」を表

示すれば喫煙を認める。同省は今国会に改正案

を提出し、2020 年 4 月の全面施行を目指す。 
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トピックス●平成 30 年３月分からの協会けんぽの保険料率 

中小企業の従業員の方を中心とした健康保険を取り仕切る全国健康保険協会は、基本的に、毎年１回、

３月分（４月納付分）から適用される保険料率の見直しを行っています。 

平成 30 年３月分（４月納付分）から適用される保険料率は、次のように決定されました。 

――――――――― 平成30年３月分(４月納付分)からの協会けんぽの保険料率 ―――――――――― 
１ 一般保険料率〔都道府県単位保険料率〕             は変更があったもの 

北海道 １０.２５％ 石川県 １０.０４％ 岡山県 １０.１５％ 

青森県 ９.９６％ 福井県 ９.９８％ 広島県 １０.００％ 

岩手県 ９.８４％ 山梨県 ９.９６％ 山口県 １０.１８％ 

宮城県 １０.０５％ 長野県 ９.７１％ 徳島県 １０.２８％ 

秋田県 １０.１３％ 岐阜県 ９.９１％ 香川県 １０.２３％ 

山形県 １０.０４％ 静岡県 ９.７７％ 愛媛県 １０.１０％ 

福島県 ９.７９％ 愛知県 ９.９０％ 高知県 １０.１４％ 

茨城県 ９.９０％ 三重県 ９.９０％ 福岡県 １０.２３％ 

栃木県 ９.９２％ 滋賀県 ９.８４％ 佐賀県 １０.６１％ 

群馬県 ９.９１％ 京都府 １０.０２％ 長崎県 １０.２０％ 

埼玉県 ９.８５％ 大阪府 １０.１７％ 熊本県 １０.１３％ 

千葉県 ９.８９％ 兵庫県 １０.１０％ 大分県 １０.２６％ 

東京都 ９.９０％ 奈良県 １０.０３％ 宮崎県 ９.９７％ 

神奈川県 ９.９３％ 和歌山県 １０.０８％ 鹿児島県 １０.１１％ 

新潟県 ９.６３％ 鳥取県 ９.９６％ 沖縄県 ９.９３％ 

富山県 ９.８１％ 島根県 １０.１３％   

〈補足〉都道府県単位保険料率は、「特定保険料率（後期高齢者支援金等に充てる分）」と「基本保険料率（協

会けんぽの加入者に対する医療給付、保健事業等に充てる分）」から構成されています。これは、後期高齢

者医療制度への支援等について、理解を深めるために設けられている区分です。平成 30 年３月分からは、

「特定保険料率」は全国一律で３.６１％（３.７３％から変更）とされ、「基本保険料率」は各都道府県単

位保険料率から特定保険料率を差引いた率とされます。 

例）東京都の場合 

都道府県単位保険料率９.９０％（うち、特定保険料率３.６１％、基本保険料率６.２９％） 

２ 介護保険料率 

全国一律 １.５７％（１.６５％から変更） 

※ 健康保険の保険料の額は、原則的には、「都道府県単位保険料率によって計算した額」ですが、40歳

以上 65 歳未満の方（介護保険第２号被保険者である健康保険の被保険者）については、「その額＋介

護保険料率によって計算した額」となります。 

☆ ３月分の給与からの控除額の計算から、新しい保険料率で計算することになりますので、給与計算

ソフトの設定の変更又は手計算で用いる「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」の変更が必要とな

ります。 

注．健康保険組合が管掌する健康保険においては、組合独自の保険料率となっており、介護保険料の負担の

仕方も異なる場合があります。所属する組合の規約等をご確認ください。 
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トピックス●雇用保険の離職証明書の有期雇用労働者の離職理由の取扱いを変更 

雇用保険の被保険者である労働者が離職した場合に、雇用保険被保険者資格喪失届に添付して提出す

る「離職証明書」について、その記載方法の変更が行われました。 
具体的には、「平成 30 年 2 月５日以降の有期労働契約の更新上限到来による離職」を対象として、次

のような変更が行われました。 
――――――――――――― 有期雇用労働者の離職理由の取扱いの変更 ―――――――――――― 
変更の趣旨 契約更新上限がある有期契約の上限到来による離職について、労働契約法の一部を改正す

る法律の一部施行から５年を経過する（無期転換が本格化する）ことを踏まえ、その離職理由の取扱い

につき、改めて検討、整理を行い、平成 33 年度末までの間の取扱いを変更することにしたとのことです

（平成 30 年職保発 0201 第１号） 
＜変更内容 次のとおりです（厚生労働省などのリーフレットより）＞ 

～平成 30 年 2 月５日以降の有期労働契約の更新上限到来による離職の場合 ～ 

 

 
 
☆ 離職された方の給付内容に影響がありますので、適切な記載が必要となります。 

契約更新上限（通算

契約期間や更新回数の

上限を言います。）があ

る有期労働契約の契約

更新上限が到来したこ

とにより離職した者で

あって、 
 
右の①～③のいずれ

かに該当するものは、 
 
特定受給資格者また

は特定理由離職者に該

当することがありま

す。 


